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わが国では昭和 40年 8月に母子保健法が制定されており、主として妊娠中の女性や小学校入学

までの子どもの健康を向上させる様々な施策が整備されてきました。その結果、わが国の新生児

死亡率は 1,000 人あたり 1.1 人、乳児死亡率は 1,000 人あたり 2.3 人と、いずれも世界的に最も

低い値となっています。即ち、わが国の乳幼児の身体の健康、栄養状態はいずれの面でも良好な

状況と言えます。 

 

しかしながら、わが国の社会の変化に応じて、

従来とは異なった子どもの様々な健康問題が

出てきました。わが国の社会や家庭環境におけ

る人間関係は希薄となり、自分が孤独と感じる

15 歳の子どもの割合が他の先進国に比べ圧倒

的に高い値を示しています。また、子どもの頃

に「群れて」遊ぶ機会が減少したことなどによ

り、子どもの身体能力や社会性等の低下が懸念

されています。さらに、出生時体重が 2,500g

未満の低出生体重児は全出生の 1割を超え、全

出生児の平均出生体重が低下し現在では 3,000g を下回るという、先進諸国の中で唯一の特異な現

象を呈しています。妊娠中の妊婦が栄養を十分に得ることのできる先進国であるのに、生まれて

くる子どもの体重が減ってくることには、わが国特有の問題が潜んでいると思われます。 

さらに、先進諸国に比べわが国では、思春期の子どもに対する医療・保健が不十分であること

も指摘されています。思春期の子どもはこころの発達が顕著な時期にあります。学校、職場など

の人間関係に悩んだり、うつなどのこころの問題も増えてきます。さらに、薬物、喫煙、アルコ

ール、性感染症、肥満などの問題も少なくありません。先進諸国では最近、思春期の子どもを 10

歳から 21歳までと定義し、この時期に生じる様々な問題に対処できる人材の育成に努めています。

わが国でもこの問題が認識されていますが、対応が不十分な状況にあります。 

 



 近年のわが国では 20 歳未満の子どもの相対的貧困率が 15%を超え、毎年増加傾向にあります。

すでにわが国は OECD 35 か国の中で 9 番目に子どもの貧困率が高い国になっています。これは

Blair 首相による war on childhood poverty のスローガンのもとで様々な施策がとられた結果、

子どもの貧困率が 26%（1999 年）から 11%（2010 年）に低下した英国とは極めて対照的です。わ

が国では現在 65 歳以上の高齢者に対する社会保障などの費用が 15 歳までの子どもに対する費用

の 19倍という状況です。すでに高齢者の人口数が子どもの人口数よりも多くなっているわが国で

は、高齢者への国からの支出が多いのはやむ

を得ない状況です。しかしながら、両者の差

がこれ程までに大きいことは、社会的正義あ

るいは公平性の観点から、許されるべき状況

とは言えません。子どもの貧困は子どもの健

康維持の障害となるだけでなく、子どもを社

会から排除することとなり、子どもの将来に

悪影響をきたすことが危惧されています。 

 

 多くの先進国では、年齢、性別、障害によ

る差別をできるだけ少なくし、子育てのため

にふさわしい環境を整えてきました。それら

の国では、子育てを「次世代育成のための社

会全体の問題」としてとらえ、社会的連帯の

精神によって母と子の保健から医療まで幅広

くその権利を保障しています。また、子ども

の権利条約を遵守し、子どもを「人格を有す

る権利主体」として認めるとともに、良い環

境で育てられる権利を子どもに保障してきま

した。 

 

 一方、わが国では急速に少子高齢化が進ん

だために、子どもの健全な育成を保障するた

めの社会的整備が立ち遅れ、子どもを産みに

くく育てにくい「家庭、職場、社会環境」を

作ってしまっています。「少子化」はそのような状況の必然的結果と言えることができます。 

 

 出生数減少と寿命の伸長により、わが国は 2055 年に 65 歳以上の高齢者が国民全体に占める率

が 40.5%になることが予想されており、わが国は世界でも類をみない高齢化社会を迎えることに

なります。少子高齢化の影響は、経済や生活環境に大きな影響を与えることになり、妊娠・出産

や子育ての環境のさらなる悪化も懸念されます。 

 

 安心して女性が妊娠・出産し、保護者が子育てを行い、子どもが地域・社会の中で健やかに成

長し、次の世代を生み出す健康な成人に育っていくことが保障される社会を形成することは、極

めて重要な国家的課題です。周産期、小児期、思春期を経て次世代を育成する成人期までの成育

過程というライフサイクルの中で、成育過程にある者とその養育者には様々な医療、保健上の問

題が生じます。これらの問題に適切に対処するためには、成育過程にある者及びその養育者に対

して、国や地方公共団体からの多様な経済的、身体的、精神的な支援が必要です。 

 

 また、成育過程にある者に対する保健・医療・福祉に関する支援についても個別の法制度等が

「縦割り」になっており、必ずしも施策間の有機的な連携が取れているとは言いがたい状況にあ



ります。 

 

 これらの問題を解決するためには、成育過程にある者及びその養育者のための保健・医療・福

祉を包含した総合的な支援制度が必要です。 

 

 日本医師会の周産期・乳幼児保健委員会は、周産期の女性や成育過程にある子どもの健康問題

について検討してきました。昨年から本委員会は日本産婦人科医会、日本産婦人科学会、日本小

児科医会、日本小児科学会などの関連学会と協力し、わが国の子どもの健やかな発育を目指すた

め子どもの成育環境の整備が必要であり、さらに、健やかな子どもの育成は国の責務であること

の基本認識の下で、成育過程にある者とその

養育者のために必要とされる諸事業を一層推

進するための基本法（理念法）である「成育

基本法」を制定することを目指すことにしま

した。「成育基本法」は高齢者にとっての「老

人基本法」に相当するものと認識しています。 

 

 この法律は、わが国の次世代を担う子ども

が心身ともに健やかに成長していくための、

養育者、国、地方公共団体及び医療関係者の

責務を明らかにし、子どもの健康を保持・増

進するための施策に関する計画を策定し、総

合的かつ計画的に推進することを目的としま

す。具体的には、国の機関として「成育医療

等協議会」を設置し、法定の計画として「成

育基本計画」を策定するという枠組みを定め

るものです。 

 

 国が策定するこの「成育基本計画」では、 

１）次世代を担う成育過程にある者に対する  

生命・健康教育の充実 

２）社会、職場における子育て・女性のキャ 

リア形成のための支援体制の構築 

３）周産期母子健康診査と保健指導の充実 

４）周産期医療体制の充実 

５）養育者の育児への参画を支援する制度の充実 

６）国際標準を満たす予防接種などの疾病発症予防対策体制の構築 

７）妊娠・出産・子育てへの継続的支援のための拠点整備及び連携 

などの項目を含むことを予定しています。 

 

 わが国の子どもの健やかな育成を目指すため、本年春の通常国会で「成育基本法」が法案とし

て成立することを､こころから祈っております。関係者の皆様の御協力をお願い申し上げます。 
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